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はじめに
個人所有の不動産を同族会社に賃貸
（マスターリース契約）し、同族会社
が第三者に転貸（サブリース契約）す
る場合の適正な賃貸料の算出におい
て、同族会社が第三者から得た転貸料
と個人が支払を受けた賃貸料との差額
は、管理委託方式における管理料と経
済的に同視できるとされてきました。
この賃貸料の算出方法を否定する判決
がありましたので、従来の代表的な判
決と合わせて紹介します。近年の不動
産運営コストの増大やサブリース契約
の一般化という経済実態が背景にある
と思われます。

Ⅰ．同族会社との不動産賃貸
借契約における経済的合
理性／転貸方式

令6．3．13大阪地裁
（一部取消し）（控訴）
Ｚ888－2668

＜事案の概要＞
司法書士業と不動産賃貸業を営む納
税者である個人は、不動産事業におい
て、所有する物件数が多く広範囲に所
在したことで、事務が煩雑化し、自身
が高齢になったことにより、平成23
年、不動産運営のための同族会社を設
立しました。当初、その会社に個人所
有の27の不動産の一括売却を検討しま
したが、結果的に平成24年7月より一
括賃貸を開始し、並行して順次売却を
することにしました。
課税庁は、一括賃貸を開始し売却を
進める過程の平成27年から平成29年ま
での3年間に、個人が支払を受けた賃
貸料が同族会社の転貸料収入に比して
著しく低額であるとして、管理委託方
式による管理料を根拠とした賃貸料に
引き直し、所得税の課税処分をしたと
ころ、納税者が賃貸料の水準には経済
的合理性があるとして争った事案です。
＜大阪地裁の判断＞
1．所得税法157条1項の意義
「所得税の負担を不当に減少させる
結果となると認められるもの」とは、
同族会社等の行為又は計算のうち、経
済的かつ実質的な見地において不自
然、不合理なもの、すなわち経済的合

理性を欠くものであって、当該株主等
の所得税の負担を減少させる結果とな
るものをいうと解するのが相当であ
る。（最高裁平成16年7月20日判決及
び最高裁令和4年4月21日判決参照）
当該賃貸借契約が経済的合理性を欠

くものか否かの検討に当たっては、①
当該契約が、通常は想定されない手順
や方法に基づいたり、実態とはかい離
した形式を作出したり、その賃貸料が
適正な賃貸料に比して著しく低額なも
のにされたりしているなど、不自然な
ものであるかどうか、②税負担の減少
以外に当該契約を締結することの合理
的な理由となる事業目的その他の事由
が存在するかどうか等の事情を考慮す
るのが相当である、との判断基準を示
しました。
2．本事案へのあてはめ
⑴ 管理委託方式による賃貸料算定方
法の否定
本件賃貸借契約の適正な賃貸料を算

定するに当たり、契約の内容や特殊性
に照らせば、管理委託方式と実質的に
同視することはできない。管理委託方
式を基に算定する方法を採る課税庁の
主張は、その前提を誤っており、採用
することができない。
サブリース業が以前より一般的にな

っている現時点において、転貸方式を
前提として本件契約の適正な賃貸料を
求めることが困難であるといえるかに
ついて疑問が存する。
⑵ 本件賃貸借契約不自然性の有無
本件賃貸借契約は、平成24年分から

平成29年分までの本件賃貸料の本件転
貸料の占める割合は約53．8％から約
65．7％であるが、①転貸方式（マスタ
ーリース契約）で空室リスク等を借主
が負担していること、②同一のサブリ
ース業者に一括して転貸方式で賃貸す
ることが困難な種別と所在地域の異な
る多数の不動産を一括して賃貸するも
のであること、③契約期間中に対象不
動産の一部が売却されても、当該契約
期間中の賃料は減額されず売却リスク
を借主に負わせるといった特殊性を有
し、これらの事情は本件契約における
賃貸料の減額要因となり得る。不動産
所得の金額推移からみても、本件賃貸
料が適正な賃貸料と比較して著しく低
額であるとはいえない。

課税庁が主張する不動産所得の金額
は、平成27年分が1億1462万0139円で、
本件契約が締結された平成24年7月よ
り前の平成22年分及び平成23年分の不
動産所得の金額を上回っており、対象
不動産が順次売却された経過を考慮す
ると、不自然、不合理な面がある。
本件契約の契約書記載の契約条項等
の内容は、一般のマスターリース契約
と同様で、実際に一括して本件不動産
を賃貸しているから、通常は想定され
ない手順や方法に基づいたり、実態と
はかい離した形式を作出したりしてい
るとはいえない。
⑶ 税負担の減少以外の事業目的その
他の事由の有無
納税者個人の不動産賃貸業に係る資
金管理や収支管理、税務申告等の事務
が煩雑になってきたこと、自らの年齢
が高齢になってきたこと等から、個人
で営んでいた不動産賃貸業を、法人に
移転するという事業目的があった。
実際にも、本件賃貸借契約の締結に
より、個人の不動産賃貸業は、賃貸料
収入が安定するとともに、事務が簡素
化されるなどしたことが認められ、ま
た、個人が営んでいた不動産賃貸業を
整理するとともに、平成24年以降、自
己の所有する不動産を法人又は第三者
に売却することと並行して、本件不動
産を一括して転貸方式により賃貸した
ものと認められ、このような本件賃貸
借契約の目的は合理的なものといえ
る。

Ⅱ．適正な不動産管理料／
転貸方式

平13．1．30東京地裁
（棄却）（控訴）
Ｚ250－8828、
平13．9．10東京高裁
（棄却）（上告）
Ｚ251－8970、
平14．2．8最高裁
（上告棄却）（不受理）
Ｚ252－9065
＜事案の概要＞
Ａ社が、同族株主である個人乙と共
有の建物について、乙の所有部分を借
り上げ支払った賃借料は、第三者に賃
貸した転貸料の約40％となっていまし

たので、課税庁は、個人の所得税の負
担を不当に減少させる結果になるとし
て、適正な賃貸料に引き直して不動産
所得を算定し、所得税の更正処分を行
ったことに対して、納税者が争った事
案です。
＜東京高裁の判断＞
1．所得税法157条1項の規定の適用
について
「所得税の負担を不当に減少させる結
果となると認められるものがある」こ
とを要件とするものであるが、右要件
に該当するか否かは、専ら経済的、実
質的見地において、当該行為又は計算
が経済人の行為として不合理、不自然
なものと認められるかどうかを基準と
して判断されるべき。
2．適正な賃貸料の計算方法
課税庁による適正賃貸料の算定方法
は、訴外同族会社の転貸料収入から臨
時的、一時的に発生する保証金償却収
入又は更新料収入を除外したものに比
準同業者の賃貸料収入に対する支払管
理料の金額の割合の平均値（本件適正
管理料割合…平成4年分10．04％、平
成5年分9．78％、平成6年分10．08％）
を乗じて同社に支払う管理料として相
当な額（本件適正管理料相当額）を算
出し、右転貸料収入から本件適正管理
料相当額及び同社が負担した修繕費及
び減価償却費相当額の実費負担を控除
して算定されたものであり、経済的観
点からして合理的なものである。
3．考慮すべき要素の有無
転貸方式による空室リスクの負担、
納税者の管理委託方式と転貸方式の賃
貸料の差、適正賃貸料の算定のための
比準同業者の抽出方法、テナントの特
徴、不動産管理会社の規模について
は、考慮すべき要素とは解されない。

おわりに
TAINSで、上記の判決を検索する
場合、検索トップ画面［詳細検索］⇒
［TAINSキーワード］欄に、「行為計
算否認」、「転貸方式」などの検索キー
ワードを入力します。
TAINSの入会については、ホーム
ページ上にあるお問い合わせフォー
ムもしくはメール〈info@tains.or.
jp＞にてお問い合わせください。
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